
請求 に係る対象家族の氏名及び前圭拉）労働首とび）続柄  

「几】請求に係る対象家族が祖父母、兄牒摘市妹又は孫である場「ナに方〕つては、第2小ノ）労働首が、11該対象家族とー．利己し、  

か／）、当該対象家族を扶養している車夫   

丘 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実   

ノ（請求に係る制限期間の初し】及び末11主：するト］   

L 第31条の16において準川する第31条ゾ）11Lり首がいない甘夫  

2 事業主二は、前∫如）請求があったときは、当該請求をした労働首に対して、l叶項第3主さ・か「J第5片まで及び第7号に   

掲げる事実を証明することができる書類の提甘を求めることができるr   

（法箭20条第1項において準川する法第19条第3」頼ノ）厚生労働省、令で定める事由）  

第31条〃）19 法第2（）条第1唄において準≠けろ法第19条第3巧打）厚牛力働情令で定める事由は、次ゾ）とおりとする 

一 請求に係る対象家族の死⊥   

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族とぢ該溺求をした労働署との親族関係叫肖滅   

二 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神卜叫埠ノ割二より、、⊥う該請求に係る制l猥期間の木口まで  

の間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと   

（法第20条第1ユ▲貞において準用する法第19条第4項第1弓一の厚生労働省、令で定めむ事肛  

第31条の20 前条の規定は、法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号細字生労働省令で定める事由   

について準川するい  

第4単 車業jミが講ずべき措世  

（法第21条第1項第3号の厚牛労働省令て定める事項）  

第32条 法第21条箱1嗅第3号の厚′巨万働省令で1王める事項は、次（ハとおりとするり  

法第9条第2項第1［j、に粘げる菅情が与じたことにより育県イ木業期「肛が終「したぢ働首及び法第15条第3項第1  

引こ掲げる事情が′トじたことに上り介護休業期間が終Fした労働者のノノJ′務げ）提供ゾ澗始時期に関すること．   

1ウJ’働者が介護休業期順に／〕いて糾し叶べき社会保険料をヰト業トに支払うノノ法に関「†‾ることり   

（法第21条第2上如－）取拭い（ノ）明示）  

第33条 法第21条第2項の取扱いの別′Jミは、育佗休業中山又は介護休業中山があった緩速やかに、、1う該百児休業申出   

又ほ介護休業中皿をLた′芳働勘二係る般似、を明らかにし／た書面を交什す‾ることによって行うむ山とする   

（法第23条の措置）  

第34条 法第23条第1項に脱走する勤務現職け沌i縮等の措置：は、次〝）各片に掲げるいずれか〃リノ法に上り講じなけれ   

ばならない  

法第23条第1堵拉）労働者（以卜二〔ノ）1輔二おいて「労働机 という．）であって、11該勤務に就くことを希望するヰ）  

のに適川される短時間勤務び）制度を設けること 
、⊥ 

1該制度の適用を′乏けることを希望するヅ〃動首に適用されろ次に掲げるいずれか〝）制度を設けること「  

イ 労働基準法第32条の3ゾ）観山こ上るづJ●働時間の制度   

「Jlロリう所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り卜げる制度  

所定′芳働時間を超えて労働Lないことを希望する労働射二ついて所定ガ働晒聞を超えて′芳働させない制度を設け  

ること 

四 労働者の3歳に満たないf一に係る託児施設び）設置運営そ〝）他これに準ずる便′在〔／）供Jノ・を行うこと  

2 法第23条第2項〃）措置は、次の各引こ抱げるいずれか〟）ノバムにより講じなければならない   

▲ 法第23条第2項の労働渚（以卜こび）項において「労働者」という）であって！⊥i該勤務に就くこ とを希望する車〕  

〝）に適用される矧lて川口勤務〃）制度を設けること「  

、を1該制度〃〕適用を′乏けろことを希望呈する′ノブ働首に適用されるl甘項第2 りイ狛1日に掲げるいずかかの制度を設け  

ること   

二 要介護状態にある対象豪儀凍介言慶する労働者がそ〃）就業中に、、⊥j該′芳働勘二代わって、Lう．掛紆象家族を介護すろサ   

ービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費川を助成する制噴そぴ）他二れに準「ドる制度を設けることノ   

（職業家庭両立推進者ソ）選任）  

第34条の2 事業主H、法第29条〃）業務を遂行するた裾こ必要な知識及び経験を有していろと認められる者〃〕うちか   

ら且該業務を叫、」1する者を職業ノ家庭向、二′二推進者▲とLて選什するも〝）とする  

第5草 指定法人   

（第35条、第60条 略）  
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第6章 雑則   

（認定の申請）  

第61条 法第53条第2項第2弓・Cつ規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準   

に係る事項を記載した巾請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出   

しなければならない。   

（権限げ）委任）  

第62条 法第53条第4項並びに【d条第5頓において準用する職業安定法（昭和22年法律第141号）第37条第2項   

及び第41条第2矧こ定める厚牛労働大臣の権限♂）うち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体（法第53   

条第2項第2引こ規定する認走宮川、企業団休をいう。以卜同じ。）の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局   

長に委任する「〕  

認定中小企業間体の主たる事務所の所在する都道府県の匡二域を募集地域とする募集   

二 認定中小企業団体び）主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域（当該地域における労働力の需給の状況   

等を勘案して厚生労働人臣が指定する地域を除く。）を募集地域とする募集（当該業種における労働力の需給の状況   

等を勘案して厚生労働大【i〔の指定する業種に属する事業に係るものを除く。）であって、その地域において募集しよ  

うとする労働者の数が100人（一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であると  

きは、30人）未満のもの  

（届出事項）  

第63条 法第53条第4項の厚生うチ働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。   

一 募集に係る事業所の名称及び所在地   

二 募集時期   

三 募集地域   

四＋法第53条第1項の育児休業又はl甘噴の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するも  

のの職称及び休業期間並びに組数   

五 募集職種及び人員   

六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条什  

（届出の手続）  

第64条 法第53条第4墳の規定による届州は、同項の認定中小企業団体のi三たる事務所の所在する都道府県の区域を   

募集地域とする募集、、当該区域以外の地域を募集地域とする募集（以下この項において「自県外募集」という。）であ   

って第62莱：第2号に該当する車）の及び自県外募集であって同引こ該当しない車）のの別に行わなければならない。  

2 法第53条第4項の規定による届出をしようとする認定中小企業団休は、その主たる事務所の所在地を管轄する公   

共職業安定所（その公共職業安定所が2以仁ある場合には、厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第1号）   

第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所）の長を経て、第62条の募集にあっては同条の都道府県   

労働局長に、そ〝）他の募集にあ／）ては厚生労働大＝りこ届け出なければならない。  

3 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長（以卜「職業安定局長」という。）   

の定めるところによる。  

（労働者募集報告）  

第65条 法第53条第4項の募集に従事する認定rf］小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者   

募集報告を作成し、二れを当該隼度げ）翌年度の4月末日まで（当該年度の終r前に労働者の募集を終rする場合にあ   

っては、当該終r目の属する月〝）翌月末目まで）に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の艮に提出しなければな   

らない「）   

（準用）  

第66条 職業安定法施行規則（昭和22年労働省令第12号）第31条の規定は、法第53条第4項の規定により認定中   

小企業同体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。   

（権限の委任）  

第67条 法第56条に規定する厚生労働大し封）権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを   

除き、事業主の事業所の所在地む管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。  

（附則 略）  
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子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との  
両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針  

（平成1い申せ牛力働省告示第460〉J一）   

第】趣旨  
こび）指針は、古児作業、介護休業等台北又は家族介護を了J・十升働者肌南柏二にl朴j‾ろ法律（以卜「は」という）に定   

める事項に関し、J’一ゾ）養ff又は′家族〝）介護を子ハ、、又は子fうこととなる′引刺青ソ）職業牛万と‘ネミr廷′h后とげ坤叶立かL小一ノ   
れるょうにするた裾二事業巨が講ずべき措閏に／〕いて、そ叫痙り」か／〕在効な実施を区るた机に必・牡牛各項を定めたも   
のであるJ   

第2 事業盲三が講ずべき措置の適切かつ有効な‘実施を「妾】るた机の指針となろべき車用  

1法第5条及び第11条の規定による労働者い育児休掛冊1及び介護休業申出に闇寸る事項   

（1）法第5条第卜項及び第11条第一項に規定する持＝肛㌢定めて雇川される者・に．該、⊥けろか．イfか封州析十ろ：二、Llた  
っての事項  

労働契約の形∫い二期間を定めて雇用され－こいろ首で寿〕／つこ≠）、ユ1う該奨約が期「デり〔川⊥扉）ノ）ない契約と′身質的に輿  
ならない状態とな／つている場合にけ、法牒5条第1丹けぃ号及び第11条第】項各ぺ・に定が〕ろ要什に該、㌣十ろか辛  
かに小かわらず、′夫′霹的に持＝即／）1上村）び）ない契約に基／うきffi川jされる′片働首であろとし∴て削ヒ休」某及び介，港休業  
の対額となるも（けごあろが、その半冊侶二、⊥け二／〕てけ、次ソ）弔J勘二留意すろニヒ  
イ イj期労働契約〔ノ川戸＝二村）〔／）可．イデがやわれた裁判例におけろ一冊析の過特において圧、ヰニに次に掲げる叫れ黒∴苦＝  

Lて、隠紺紺封〃美穂甘．酔仙さかていること  

（イ）業務「加齢叫両紺卜臨畔性、常務内容に∴いrこび川三社ら1と叫■「卜什〟）在無等ヤ働音の従・トナろ業務〃）零硯  
的内容  

（口）地位の基幹朋・臨‖抑卜等′肋働昔の契約上の地位叫、1三桁  

（ハ）継続雇用を期待させる車業い／）．‡動等、11事二者り）巨観的態様  
（∴）更新い在無・い－1牧、更新〝）「縦川前榊、′†三の程度等■か紳ハ「緯・失態  

（ホ）同様の地位にあろ他しけ万倒ポ▲ノ）掛卜め〝〕イ享‘無与等他ソ）労働首〃）更新状況  

ロ ｛‾期ガ働蕨僻村相川二（ぜ）ノ）・巾√fがやわれ′二掛廿伸二おし、てけ、イに似げる1両1に闇L、次し′＝で）及び（rJ丹）′ぷ鋲  
がある場合には、期「机煩か加）ない契約とノノ定質揮」に異／工「〕ナ山、汀㍍軌二王っていろ≠）〔け⊂、あると認められていろ  
ニヒが多いこと  

七
「
ム
 
 

ノ
1
 
日
 
 

（イ）に閲L、、業務lノ、J容が恒常的でぁること、及びイ（∴）にl期L、契約が史耕さかていろこと  イ
り
 
 
 

加え、少なくとも次に接げろ美態甘いずれかがみ「Jれるこ！二  ナ
」
 
 
 イ（′、）に閲し、継続雇川を期待させる小二業i三ノ）∴▲動が．認机「）れること  

イ（二）に関し、更新ノ）手続が形式的であろニヒ  

〔：i＼イ（Jこ）に閲し、同様〃）地伸二あろノ馴軌者に／〕いて過ムにJ勘卜〟）レ）例がほとんどないこと   

ハ 有期′芳働ち誓約〃）雇直机山車宮守ノ恒）かた掛神棚二おいてトt イ＝＝こ保］L、業勒人柄が1仁廿日と「．T」一でぁる  

と認ガ）r」れること、又け、イ（ロ）に閏L、ウシ伸ノ首（／）地位ノ）基附・′上が認れ、ノメlろこと㍑、期「附）定瀬川）ない契約  

と実質的に町ならない状態に圭／〕ていろ≠）Lノ「ごあると認凍）「Jれる方向に働いていろむ直と考えLlれるニヒ  

（2）期間を定甘パ‾雇川されろ首が法7了15条第1項各け及び第1t条第1項各号に定めろ要件を満た十ブJ・倒れい廿小   
〝）や‖帆ニ、11た／二）てr主、次い■いを1に留意－1ろこと   

イ 法苅5条第l巾第t り・及び第‖条滞1項弟】小ノ）「リ1き続き扉用された期㈹が】隼刃守㌧ と＝、育捏作業  
巾出丸け介護イ木’削＝‖（ノ）あ／〕た［†のl畑帥／）1年別に／〕いて、勤務ゾ）実態に即し膏封川甘係が′片質的に継続しノてい  

ることをい′二ものて雄）り、隠約珊甘れ軋山裾こ連続Lているか「イfかにL上り判断すろ≠，ゾ）ではないこと   

ロ 法第5条第1項雛二項ノ）「そノ横手トナ‾ろ】′・が】胤二迂寸1巨（以仁二山条において「1歳到達L＝とい十）  

を超えて引き続き雇川されることが見込Jれろ」か＃ノ川二／〕いてけ、＃児休業坤‖1レ痛）／ノた時点において判明  
していろ事†出二基／うき川、1う柑安け＝副1捕鯨神）可胆「生が有）るか．キかに上／〕て判断十るヰ）〃）であろこと 例えば、  

育児休業中．り押）rh／〕た帖ノ点で、次の（イ＝、〔〕（∴）吏で（ノ）いずれかに該、」トトろノけ働昔H、」州りとLて、仰、ト用り炉／）  

雇用継続明口丁能什があろと半‖糾されろ場合に該、上トトろ≠）（けごあり、（ホ）、ト）丈r士＝、）に該、1卜J、る′芳倒れ‡、帰  
日りとして、相斗佃野川副舶附加）可能怖があると、川井される場合に．該、∫1し／言い≠）（ノ）でふろことただL、刷‡」  

の継続〟）見込みにド計十ろ覇業tや．寺▲軌、同機肌地位に．¢〕る他〔けソJ㌧働首の状況及び、11．該づニ1幼君一（川過」こ〃）壌糾し左＝吏  
新状況等に基／ういて川桁すべき場合もぁり得亮二と たた、古しU本業申＝1ノ）寿）／〃訓王立で次サいずれにL該、11  

Lない労働芦は、雇川（ノ）継続の見込みにl謝する・fi二業巨ノ）．沌」、同様び）地畑二方）る他L／）′ソJ・働計の状況及び、11該′ソJ・  

働者の過去〃）契約の更新≠朝彗に拡／丸、て半‖軒十ろ≠）（ハてぁろこと   

（イ）育児休業中帥／）あった時点で締結していむ升働契約の期備匪亘l】が1歳到達しl後ノ）‖であるノンJ・働昔   

（ロ）書面又に口頭に上り労働契約を更新すか場合がある旨明／Jこされている′首働署・であ／〕て、ffし円木業申＝1直あ  

った時ノrlくてこ締結しているづJイ軌契約とトトーノ）長さの期肛で契約が■吏耕されたなL－ノばそノ）更新後の労働契約〔り糊  

間の末日が】歳至り達【i後び）EJである≠Jぴ）   

（ハ）書面又に＝頭に上りウJ’倒壊約を自動的に更新すてとl什小さかている労働者であ／）て、自動l′畑二更紆H一ろ回  
数げ）卜限の明ホがないもい   

（二）書面又に［］矧二上り労働契約を［：1動的に更新すろと叩′斥されているづ〃軌者▲であ／〕て、作動忙に史新十引り  

放び）＝猥の町′」▲‥があり、、⊥1言亥1服たで芳働契約が更新された掛か川酬粧）木＝が1歳到達L」後〔ノ）＝であろ手J  

ぴ）   

（ホ）書面又に口頭に上り′首働安雄ル）i更新L口」放〃）1二l脱が明ホされている労働首でか／〕て、＼■1．該上根jで′方働契約  

が更新された場合の期間〝）末‖が1歳到達目以前び）flである≠）ぴ）   

（へ）書直i又に「J動二上町労働契約ソ）更新をしない旨明ホされている′引動首であって、育県休業申日付）あ／〕た時  

点で締結している′ガイ軌契約L／川那称〃木11が1歳到達Lけ吊碑）＝である幸）山   

（ト）書面又に「】頒に上り洲勒契約を更新する場合がある旨明ホさかている労働宵であ／〕て、甘ノ⊥休業小山〃）あ  
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った時点で締結している労働契約と同一の良さの期間で契約が更新されたならばその更新後の労働契約の期  
間の末日が1歳到達日以前の日であるもの  

ハ 法第5条第l項第2号の「当該イ▲のl歳到達目から1年を経過する目までの間に、その労働契約の期間が満  
了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らか」か否かについては、育児休業中出のあった時点におい  
て判明している事情に基づき労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断するものであるこ  
と。例えば、育児休業中出のあった時点で次のいずれかに該当する労働者は、原則として、労働契約の更新が  
ないことが確実であると半し断される場合に該当するものであること。ただし、次のいずれかに該当する労働者  
であっても、雇用の継続グ）見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況及び当該労働者  
の過去の契約の更新状況等から、これに該当しないものと判断される場合もあり得ること。  
（イ）書面又は【」頭により労働契約の更新回数の上限が明示されている労働者であって、当該上限まで労働契約  

が更新された場合の期間の末日がl歳到達日から1年を経過する目以前の目であるもの  
（ロ）書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている労働者であって、育児休業中出のあった時  

点で締結している労働契約の期間の末日が1歳到達口から巨牛を経過する日以前の日であるもの  
二 法第11条第1項第2号の要件に該当するか否かについては、ロ及びハと同様に判断するものであること。  

この場合において、ロ及びハ中「1歳到達日」とあるのは、「93日経過目（法第11条第l項第2号に規定する93  
日経過臼をいう。）」と読み替えるものとすること。  

（3）その他法第5条及び第11条の規定に上る労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する事項  
育児休業及び介護休業に／ニル、ては、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入  

され、規則が定められるべきものであることに留意すること。  
2 法第16条の2の規定によるr一（／）看護休暇に関する事項  

（1）千の看護休暇については、ノ労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あらかじめ制度が導入され、規  
則が定められるべきものであることに留意すること。  

（2）子の看護休暇は、現に負傷し、又は疾病にかかったそのf・の世話を行うための休暇であることから、証明書類  
の提出を求める場合には事後7〕提出を吋能とする等、労働者に過苺な負担を求めることにならないよう配慮する  
ものとすること。  

（3）労働者の子の症状、労働者／）勤務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるよう  

に配慮するものとすること。  
3 法第10条、第16条及び第16条の4（7）規定による育児休業、介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得を理由と   

する解雇その他イく利益な取扱いの禁LLに適切に対処するに当たっての事項  

育児休業、介護休業又はイ・の看護休暇の申出又は取得をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意す   

ること〔）  

（l）法第10条、第16条及び第16条の4の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、  
介護休業又は子の看護休暇の申出又は取得をしたこととの間に因果関係がある行為であること。  

（2）解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。〕  
イ 解雇すること。  
ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。  
ハ あらかじめ契約の更新回教の上二限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。  
ニ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。）  
ホ 自宅待機を命ずること。  

へ 降格させること。  
ト 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。  
チ 不利益な配置の変更を行うこと。  
り 就業環境を害すること。  

（3）解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。  
イ 勧奨退職や止三社貝をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面  

上の同意を得ていたとしてら、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、（2）ニの「退職  
又はiE社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当  
すること。  

ロ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了子定日を超えて休業すること又は子の看護休暇の取得の申  
出に係る目以外の目に休業することを労働者に強要することは、（2）ホの「自宅待機」に該当すること。  

ハ 育児休業若しくは介護休業の休業期間中又は子の看護休暇を取得した目について賃金を支払わないこと、退  
職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間又は子の看護休暇を取得した日数  
分は日割りで算定対象期間から控除すること等専ら休業期間又は子の看護休暇を取得した目は働かなかったも  
のとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しないが、休業期間又は子の看護休暇を取得した目数を超  
えて働かなかったものとして取り扱うことは、（2）トの「不利益な算定」に該当すること。  

ニ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤  
事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量のと、判断すべきものであるが、例え  
ば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労  

働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、（2）チの「不利益な配置の変更」に該当するこ  
と。  

ホ 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、（2）りの「就業環境を害すること」に該当すること。  
4 法第17条及び第18条グ）規定による時間外労働の制限に関する事項  

（1）時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、  
規則が定められるべきものであることに留意すること。  

（2）労働者が時間外労働の制限を請求したこと又は時間外労働の制限を受けたことを理由として、当該労働者に対  
して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものであること。  
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5 法第19条及び第ユ0条〃）規定による深夜業（川l郁則二関する事項  

（l）深夜業の制限に／〕いては、労働者がこれを溶射こ′受けし、Jれるとうにr「るため、あらかじ封）制度が導入され、枇  
削が定められるべき≠）〔けごあろことに留意すること  

（2）あらかじめ、′労働者山溌夜業〔ノ）制限期間小における柑遇（棒問勤務／＼ゾ）転換〃）イ］▲無を合す－）に閲する事碩を定  

めるとと幸）に、これを′制動都二周はロさせるためノ）措置を講ずるように配慮するヰ）び）と十ること  

（3）ウ〃軌首ゾ）r・の養育又は家族サ介護の状況、労働者｛ノ）勤務の状況等が様々であろニセに対応L、制ノ炉）弾力的な  

利川が吋能となる上うに配慮する≠）ゾ）とすること。  

（4）労働者が深夜業（r溝順を請求したこ と又は深夜業細別限を受けたことを理由とLて、、11該ウJ・働都二対Lて解雇  

その他〝）不利益な取接いをしてはなrJない≠）（ノ）であろこと  
6 法第21条第1項〃）規定に上町育児休業及び介．i酎本業に御する事項を定サ、周東けるに、⊥汗二／〕ての事碩   

育児休業及び介護休業中ノ）待遇、育児休業及び介．准休業後〝）賃金、西潤そ叫出しり労働条件そ〃）他必・要な恒ビ（に関   

すろ規則を 一す．草しノて定め、情け‖することが望まLいヰ、〝）であることに配慮すること 

7 法肯‡22条の規息こより育児イ本業叉は介護休業をするツJ’働晋が鹿川される事業凧二おけるウj・働者〃）配置そ〝）他の雇   

用管矧二間して必要な措置を講ずるに！」うた／〕て〔ハ事噌  

（1）育児休業及び介護休業後においては、研tりとして原職又は似職相三！う職に御市させることが多く子］二われている≠）  

しりであることに配慮すること〔  

（2）育児休業又は㌢護休業をする労働者以外〔けプJ・働昔について（ノ）配置その他の雇牒管明日、（t）ゾ）ノたを「杵捉にLて行  

われる必要があることに西己慮すること 
8 法第22条の規定により嗣－ユ休業又は介護休業をしている労働ネ・〝職業能ノルノ）開発及び向上等に閏Lて必要な拾得   

を講ずるに当たって〃）事項  

（1）」う該措置の適ト1を′設けるかどうかは、育児休業又は介護休業をすろづJ′働首（ノ）選択に什せLて）れろべきもしγでカ）る  

ことr  

（2）育児休業及び介護イ本業が比較Fll」長期にわた引木業になり得ろこと、亜びに育児イ木葉又は介護休業後にれ十ろ＝  

滑な就業のために必安となろ措置が、個々しり引軌苫▲ゾ）職種、職務上の地位、職業意識等の状況に応じ様々である  

ことに′小んがr7鼻、、⊥∃該′芳働首び）状況に的確に対応し、かつ、計l由伸」に肝置が講じr」れることがヤ！去しいヰ〕のであ  
ることに配慮すること  

り 法第23条第1項〃規定による育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間佑）短縮等の措置及びF■1条第2項〝）規定に   

上る労働者が就業しつ／〕その要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための描眉を講ずろに、一1た／）   

てし7）事項  

（l）労働者が、Lj該描眉′ノ）適川を受けろことを小し州たニヒ叉r土、l］該描群山適川を受けたことを理由とLて、、▲1該′ブコ  

働者に対Lて解雇そ〔りイ也〟）不利益な敢劇いをLて比ならない≠）（∴「亡ぁろこと  

（2）当該措置は、労働音が希望する期間を超えてそ咋正にノニ∠して過川される≠）ノ）であ／）てけならない幸）ノ）である二   

（3）当該措置を講－ヂるに、l与た／）ては、就業L／〕／〕その／・を養育寸る労働省・にと／」て、J＝兄′夫に′片働時間を如縮できろ  

短時間勤務び）制度に対すろニーズが高いこと≠）勘案すること  

（4）短時間勤務の制度は、労働者が就潔し／⊃／つそのナを養台すろこと叉Hそ（丹要介護状態にある対象家族を介護す  
ろことを実質的に容鋸二すろ内容ノ）ものであることがヤま主Lいら〃）でr♭，ることに配慮十ること  

10 法第24条第1項プ）規凪二上り甘用木業の制度又は勤務時間の毎髄等の相聞に準じて、必せな措慣を講ずるに、11た   

っての事項  

当該措置の適用を受けろかどうかは、骨働省け藩札二什せr〕れるべき≠）〃）であろこと  
11法第24条第㌢噴の規定に上り、介護休業叫‡ir」度又は法第25条第2J用二定める捕掛こ準じて、そゾ）介護を必要と   

する期間、恒1数等に配慮した必要な措置を講ずるにリ1たってゾ）・王汗真  

（l）当該措置ザ適用を′受けるかどうかは、′芳悌浮け）選拙こ托せらノれるべきもソ）で芳）ること  

（2）次の事項に留意し／」／つ、企業〔ノり酎H管理等に伴ケ負担との調和を勘奏し、必要な描眉骨．講じ〔〕れることが望j  

しいものであることに配慮すること 

イ、㌔該労働者が介．穫する′射糾）発す1王からノそ（川⊥E状が安定期になる去で〝）期間又は介護に係るサービスを利川す  

ることができるまでの期間が、93L」から法第】】条第2項第2弓・ぴ）介護休業等口数を差しrj】いたI」数の期間を  

超える場合があること 

ロ 当該労働者がした介護休業又は当該労働者に関して事業主が講じた法第23条第2墳に定める措置により法第  
11条第2項第2与う▲〃）介護休業等【†扱がりう［1に達している対象家風に／ついても、再び1該労働音に上る介護を  

必要とする状娃となる場合があること  

ハ 対象家廉以外の家族についても、他に近親の家族甘いない場合等、lう該労働芹が介護を十る必l要く十′1三が高い場合  

があること√  

ニ 要介．護状態にない家族を介護rr‾るカ働音であって≠）、そぴ）家族〃）介護ソ）ため就業が困難となる場合があるこ  

と。  
ホ 当該労働者■が家族を介護する必要性の程座骨懐化することに対応し、制度の弾力的な利川が可能となること  

が望まれる場ヂ「があること  

12 法第26条の規定こょり、そぴ）雇用1‾る労働首の配置〃）変更で就業のJ勧恒／）変更を伴う≠）ぴ）をしょうとする場合に   

おいて、、Lう該労働者の子折養育又は′家族の介護び）状況に配慮するに当た／）て〃）事項  

配慮することの内容としては、例えば、1該労働者〃〕子〝）養育又は家族げ）介護ゾ）状況を把握すること、馴動昔本   

人の意向を掛酌すること、配置〝）変更で就業の場所〃〕変更を伴う幸〕〟）をした場合の千の養育又け家方針ノ）介護の代拝   

手段の有無び）確認を行うこと等が献言二と  
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育児一介護休業法における制度の概要  

☆［ ］は省令事項  

育児関係   介護関係   

休業の定義  ○労働者が原則としてその1歳に満たない子を  ○労働者がその要介護状態（負傷、疾病又は身  
養育するためにする休業   体上若しくは精神上の障害により、［2週間  

以上の期間］にわたり常時介護を必要とする  
状態）にある対象家族を介護するためにする  

対象労働者  ○労働者（日々雇用を除く）   ○労働者（日々雇用を除く）  

○期間雇用者は、申出時点において、次の要件  ○期間雇用者は、申出時点において、次の要件  
を満たすことが必要   を満たすことが必要  
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が  ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が  

1年以上であること   1年以上であること  
・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用  ■介護休業開始予定日から起算して93日を  

休  されることが見込まれること（子が1歳に  経過する日（93日経過日）を超えて引き  
達する日から1年を経過する日までに労働  続き雇用されることが見込まれること（93  

業  契約期間が満了し、更新されないことが明  日経過日から1年を経過する日までに労働契  
らかである者を除く）  約期間が満了し、更新されないことが明らか  

制  である者を除く）  

○労使協定で対象外にできる労働者  ○労使協定で対象外にできる労働者  
度  ・雇用された期間が1年未満の労働者  ・雇用された期間が1年未満の労働者  

・配偶者が子を養育できる状態である労働者  
卜1年（1歳6か月までの育児休業の場合は、   ［・93日以内に雇用関係が終了する労働者］  

6か月）以内に雇用関係が終了する労働者］  
［・週の所定労働日数が2日以下の労働者］  
［・配偶者でない親が、子を養育できる状態に  

ある労働者］   

対象となる  ○子   ○配偶者（事実婚を含む。以下同じ。）  
家族の範囲  父母及び子  

［同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉  
妹及び孫］  

配偶者の父母  
回数・期間  ○子1人につき、1回   ○対象家族1人につき、要介護状態に至るごと  

○原則として子が1歳に達するまでの連続した  に1回  
期間   ○対象家族1人につき通算93日まで（勤務時  

○子が1歳に達する日においていずれかの親が  間の短縮等の措置が講じられている場合はそ  
育児休業中であり、かつ次の事情のある場合  
には、子が1歳6か月に達するまで可能  

［・保育所入所を希望しているが、入所できな  
い場合］  

［・子の養育を行っている配偶者（もう一人の  
親）であって、1歳以降子を養育する予定  
であったものが死亡、負傷、疾病等によリ  
子を養育することが困難になった場合］   

手続   ○［書面で］事業主に申出   ○［書面で］事業主に申出  
卜事業主は、証明書類の提出を求めることが  ［・事業主は、証明書類の提出を求めることが  

できる］   できる］  

○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ  ○申出期間（事業主による休業開始日の繰下げ  
可能期間）は1か月前まで（ただし、出産予定  
日前に子が出生したこと等の事由が生じた場  
合は、1週間前まで）  
1歳6か月までの申出は2週間前まで  

○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が  
生じた場合は、1回に限り開始予定日の繰上  
げ可  

○［1か月前までに］申し出ることにより、子   
が1歳に達するまでの期間内で1回に限り終  93日の範囲内で1回に限り終了予定日の繰  
了予定日の繰下げ可  下げ可  
1歳6か月までの休業をしている場合は、［2  
週間前の日までに］申し出ることにより、子  
が1歳6か月に達するまでの期間内で1回に  
限り終了予定日の繰下げ可  

○休業開始予定日の前日までに申出撤回可  ○休業開始予定日の前日までに申出撤回可  
○上記の場合、原則再度の申出不可   ○上記の場合、その後の再度の申出は1回は可   
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育児関係   介護関係   

子の看護休暇   ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日  
まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇が取得できる   

不利益取扱いの   ○育児・介護休業及び子の看護休暇について、申出をし、又は取得したことを理由とする解雇   
禁止  その他不利益な取扱いの禁止   

制度の内容  ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育す  ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者  
る労働者がその子を養育するために請求した  がその対象家族を介護するために請求した場  
場合においては、事業主は制限時間（1月  合においては、事業主は制限時間（1月24  

時  2▲年時間、1年150時間）を超えて労働時  時間、1年150時間）を超えて労働時間を   
間  間を延長してはならない   延長してはならない  
外  
労  る労働者  
働  ただし、以下に該当する労働者は請求できな   
を  い   い   

制  1 日々雇用される労働者   1 日々雇用される労働者   
限  2勤続1年未満の労働者  2勤続1年未満の労働者  
す  3配偶者が子を養育できる状態である労働  
る  者  
制  ［4週の所定労働日数が2日以下の労働者］  
度  ［5配偶者でない親が、子を養育できる状態  

にある労働者1  

期間・回数  01回の請求につき1月以上1年以内の期間  01回の請求につき1月以上1年以内の期間  
○請求できる回数に制限なし   ○請求できる回数に制限なし  

手続   ○開始の日の1月前までに請求   ○開始の日の1月前までに請求  
例外   ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は  ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は  

請求を拒める   を拒める   
制度の内容  ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育す  ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者  

る労働者がその子を養育するために請求した  がその対象家族を介護するために請求した場  
場合においては、事業主は午後10時～午前  合においては、事業主は午後10時～午前5  
5時（「深夜」）において労働させてはならな  
い   

対象労働者  ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育す  
る労働者  

深  
ただし、以下に該当する労働者は請求できな   
い   い   

業  1 日々雇用される労働者   1 日々雇用される労働者   
を  2 勤続1年未満の労働者   2 勤続1年未満の労働者   
制  3 保育ができる同居の家族がいる労働者   3 介護ができる同居の家族がいる労働者   
限  ［保育ができる同居の家族とは、16歳以上  ［介護ができる同居の家族とは、16歳以上   
す  であって、   であって、   
る  ［イ 深夜に就業していないこと（深夜の就  ［イ 深夜に就業していないこと（深夜の就   
制  業日数が1月につき3日以下の者を含   業日数が1月につき3日以下の者を含   
度  む）］   む）］  

［ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育  ［ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護  
が困難でないこと］   が困難でないこと］  

［ハ 産前産後でないこと］   ［ハ 産前産後でないこと］  
のいずれにも該当する者をいう］   のいずれにも該当する者をいう］  

［4 週の所定労働日数が2日以下の労働者］  ［4 週の所定労働日数が2日以下の労働者］  
「5 所定労働晴間の全部が深夜にある労働者1  「5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者1  

期間・回数  01回の請求につき1月以上6月以内の期間  01回の請求につき1月以上6月以内の期間  
○請求できる回数に制限なし   ○請求できる回数に制限なし  

手続   ○開始の日の1月前までに請求   ○開始の日の1月前までに請求  
例外   ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は  ○事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は  

請求を拒める   請求を拒める   
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勤務時間の短縮  01歳（1歳6か   
等の措置等   あっては、1歳  

い子を養育する  
児休業をしない  
ずれかを、1歳  
きる場合にあっ  
に満たない子を  
除く）に関して  
次の措置のいず  

［・短時間勤務の  
［・フレックスタ  

［・始業・終業時  

［・所定外労働を  

［・託児施設の設  
宜の供与］   

3歳から小学校  03歳から小学校   
就学の始期に達  を養育する労働   
するまでの子を  は勤務時間短縮   
養育又は家族を  
介護する労働者  
に関する措置   
労働者の配置に  ○就業場所の変更   
関する配慮   族の介護を行う  

配慮する義務   

育児関係   介護関係   

か月までの休業ができる場合に  ○常時介護を要する対象家族を介護する労働者   
歳6か月、以下同じ）に満たな  （日々雇用を除く）に関して、対象家族1人   
る労働者（日々雇用を除く）で育  につき1要介護状態ごとに連続する93日   
いものに関しては次の措置のい  （介護休業した期間及び別の要介護状態で介   
歳（1歳6か月までの休業がで   護休業等をした期間があれば、それとあわせ   
っては、1歳6か月）以上3歳  て93日）以上の期間における次の措置のい   
を養育する労働者（日々雇用を  
ては育児休業に準ずる措置又は  
ずれかを講ずる義務  
の制度］   ［・短時間勤務の制度］   
タイム制］   ［・フレックスタイム制］   

時刻の繰上げ・繰下げ］  ［・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ］  
をさせない制度］  

設置運営その他これに準ずる便     ［・労働者が利用する介護サービスの責用の助  
成その他これに準ずる制度1   

校就学の始期に達するまでの子  ○家族を介護する労働者に関して、介護休業制   
働者に関して、育児休業制鹿又  度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その   
縮等の措置に準じて、必要な措  介護を必要とする期間、回数等に配慮した必   

努力  要な措置を講ずる努力義務   

更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家   
うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に   
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事業主のみなさんへ  

職業家庭両立推進者を選任しましょう  

育児や家族介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするた  

めには、育児・介護休業法に墨つき講ずべき各種措置を制度化し、これを円滑に実施する  
とともに、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担意識の解消や職場  
優先の企業風土の是正を図るため社内の理解を深めることが極めて重要です。   

このため、育児・介護休業法では、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事  
と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両  
立推進者」を選任するように努めなければならないと規定されています。これを踏まえ、  
厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしてい  
ます。   

貴社におかれても「職業家庭両立推進者」を選任いただき、都道府県労働局雇用均等室  
あてに、下記「迂引王届」を郵送、FAXにより提出してください。   

都道府県労働局雇用均等室では、選任いただいた「職業家庭両立推進者」の方に、各種  
セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行います。  

職業家庭両立推進者の選任届  

平成  年  月  日  

矧動局長 殿  

企 業 名  

所 在 地  

代表者職氏名  

主な事業内容  

総労働音数  男   人女  人  

うち正社員数  男   人女  人  

うら短時間労働者数 男  人女   人   

この度、当社では、下記の者を職業家庭両立推進者として選任し、併せて報告します。  

斤【 

・ 

t  
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育児・介護休業法に関するお問い合わせは  

都道府県労働局雇用均等室へ  

郵便番号   所  在  地   電話番 号  FAX番号   

北海道  060－8566  札幌市北区北8条西2丁‾F］1番1弓一 札幌第1合同庁舎   01ト709－2715  O11－709－8786   
青 森  030－8558  青森市新町2丁▲「14番25弓・青森合同庁舎   O17－734－4211  017－777－7696   

岩 手  020－0023  盛岡市内丸7番25号 盛岡合同け含1号館   019－604－3010  019－604－1535   

宮 城  983－8585  仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎   022－299－8844  022－299－8845   

秋 田  010－095l  秋田市山王7r目］番3弓・秋田合同庁舎   018－862－6（i84  018－862－4300   

山 形  990－8567  山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階   023－624－8228  023－624－8246   

福 島  960－8021  福島市霞町l番46ぢ・福島合同庁舎   024－536－4609  024－536－4658   

茨 城  310－851l  水戸巾宮町1J‘目8番31号   029－224－6288  029－224－6265   

栃 木  320－0845  宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎   028－633－2795  028－637－5998   

群 馬  371－8567  前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル   027－210－5009  027－210－5104   

碕 玉  330－6016  さいたま市中央区新都心11－2 ランド・アクシス・タワー16階   048－600－6210  048－600－6230   

千 葉  260－8612  千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎   043－221－2307  043－221－2308   
東 京  102－8305  千代田区九段南1J▲口2番1号 九段第三合同庁舎14階   03－3512－1611  03－3512－1555   

神奈川  231－8434  横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎   045－211－7380  045－211－7381   

新 潟  951－8588  新潟市中央区川岸町1」▲R56番地   025－234－5928  025－265－6420   

富山  076－432－2740  076－432－3959  

930－0008  富山市神通本町1丁目5番5号（平成19年11Jj移転予定）   変更なし   変史なし  

子1－川   076－265－4429  076－221－3087   

福 井  910－8559  福井市春山1」‾目1番54号 福井春山合同庁舎   0776－22－3947  0776－22－4920   
山 梨   400－8577  甲府市丸の内1丁目1番11号   055－225－2859  055－225－2787   

長 野  380－8572  長野市中御所1Tl］22番1号   026－227－0125  02fト227－0126   

岐 阜  500－8842  岐阜市金町4丁目：用番地 明治安田生命岐阜金町ビ／レ   058－263－1220  058－263－1707   

静 岡  420－8639  静岡市葵区迫手町9番50号 静岡地方合「司庁舎5階   054－252－5310  054－252－8216   

愛 知  460－0008  名古一屋市中区栄2TR3番1号 名古屋広小路ビルヂング   052－219－5509  052－220－0573   

三 重  514－8524  津市島崎町327番2片 津第2地方合同ノ1＝舎   059－226－2318  059－228－2785   

滋 賀  520－0051  人津巾梅林1J‾目3番10号 滋賀ビル   077－523－1190  077－527－3277   

京 都  604－0846  京都市中京区両替町通御池上ル金吹町151   075－24l－0504  075－241－0493   

大 阪  540－8527  大阪市中央区大手前4丁目l番67号 人阪合同庁舎第2号館   06－6941－8940  06－6946－6465   

兵 庫  650－0044  神卜市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー   078－367－0820  078－367－3854   

奈 良  630－8570  奈良市法蓮町387番地 奈良第3地方合同庁舎   0742－32－0210  0742－32－0214   

和歌山  640－8583  和歌l1」市中之島1518番地 和歌山MIDビル   073－421－6157  073－421－6158   

鳥 取  680－8522  鳥取市富安2丁目89番9号   0857－29－1709  0857－29－4142   

島 根  690－0841  松江市向島町131番10テう・松汀地方合同け舎5階   0852－3ト1161  0852－31－1505   

岡lLJ  700－861l  岡山市卜有井1J－1］4番1弓一 岡山第2合同庁舎   08（5－224－7（i39  086－224－7693   

広 島  730－8538  広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館   082－221－9247  082－22l－2356   

山 口  753－8510  山U市中河原町6番16ぢ一 山目地方介同け舎1号館   083－995－0390  083－995－0389   

徳 島  770－0851  徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎4階   088－652－2718  088－652－2751   
杏 川  ′760－0019  高松市サンボート3番33号 高松サンボート合同庁舎3階   087－81l－8924  087－811－8935   
愛 媛  790－8538  松山市若草町4番3号 松山若草合同庁舎   089－935－5222  089－935－5223   

高 知  780－8548  高知市南金田48番2号   088－885－6041  088－885－6042   

福 岡  812－0013  福岡市博多区博多駅東2丁目11番1ぢ一 福岡合同庁舎新館   092－411－4894  092－411－4895   

佐 賀  840－0801  佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎   0952－32－7218  0952－32－7224   

長 崎  850－0033  長崎巾万才町7番1片 作友生命長崎ビル6階   095－801－0050  095－801－0051   

熊 木  860－0008  熊本市二の丸1番2号 熊本合同庁舎   096－352－3865  096－352－3876   

大 分  870－0037  大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル6階   097－532－4025  097－537－1240   

宮 崎  880－0805  宮崎市塙通東3丁【］1番22弓▲ 宮崎合同庁舎   0985－38－8827  0985－38－8831   

鹿児島  892－0847  鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル   099－222－8446  099－222－8459   

沖 縄  900－0006  那覇市おもろまち2丁臼1番1号 那覇第2地方合同庁舎3階   098－868－4380  098－869－7914   

育児・介護休業法に関する厚生労働省ホームページ  

：／′／www．mhlw．  eneral／seido／ko  ouritu／index．html  
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